
（平成２３年１２月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認兵庫地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

兵庫厚生年金 事案 4551 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 23 年４月１日から 25 年２月 18 日までの期間につい

て、事業主は、申立人が 23 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し

た旨の届出を社会保険出張所（当時）に行ったことが認められ、かつ、申立人

のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は25年２月18日であった

と認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び

喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 23 年４月から同年７月ま

では 500円、同年８月から 24年４月までは 1,500円、同年５月から 25年１月

までは 4,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 23年４月１日から 25年４月まで 

私は、昭和 21 年４月にＢ社（その後、Ａ社等に社名変更）に入社し、25

年４月まで継続して勤務していた。 

しかし、国の年金記録では、昭和 23年４月１日から 25年４月までのＡ社

における厚生年金保険の加入記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ社に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の記録により、基礎年金

番号に未統合となっている申立人と氏名及び生年月日が一致する厚生年金

保険の被保険者の記録が確認できる。 

一方、当該未統合記録においては、昭和 23 年４月１日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得している記録は確認できるものの、資格喪失日に係る記

録は無い。 

しかし、申立人は、「昭和 23 年４月１日から、Ａ社が他社と合併してＣ

社となるまで継続して勤務していた。」と供述しているところ、商業登記簿

によると、同社は 25 年２月＊日に設立されていることが確認できる上、Ａ

社の複数の元同僚は、「時期は記憶していないが、Ａ社は合併によりＣ社に



 

なった。申立人は、申立期間に継続して勤務していた。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は申立人の厚生年金保険被

保険者記録であると認められ、申立人のＡ社における資格取得日は昭和 23

年４月１日、資格喪失日は 25年２月 18日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から、昭和

23 年４月から同年７月までは 500 円、同年８月から 24 年４月までは 1,500

円、同年５月から 25年１月までは 4,000円とすることが妥当である。 

２ 申立期間のうち、昭和 25 年２月 18 日から同年４月までの期間について、

申立人は、「合併後のＣ社では厚生年金保険に加入していなかったように思

う。」と供述しているところ、上記のとおり、同社は昭和 25 年２月＊日に

設立されていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

た日（新規適用日）は昭和 35 年３月１日であり、当該期間は、同社が適用

事業所となる前の期間であることが確認できる上、同社の総務担当者は、「新

規適用日以前に、社員の給与から厚生年金保険料を控除することは無い。」

と証言している。 

このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4552 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成 14年６月 28日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年６月 28日から同年７月１日まで 

    私は、平成14年６月28日からＡ社に勤務し、当時の給与支給明細書では、

同年同月の厚生年金保険料が控除されている。 

しかし、国の年金記録では、平成 14年６月 28日から同年７月１日までの

厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する給与支給明細書及びＡ社から提出された賃金台帳により、

申立人は、申立期間に同社で勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持する給与支給明細

書に記載されている厚生年金保険料控除額から、17 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、申立てどおりの資格取得日に係る届出を行っておら

ず、申立期間の保険料を納付していないとしていることから、社会保険事務所

（当時）は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 



 

兵庫国民年金 事案 2884 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年９月から 63年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年９月から 63年 11月まで 

    私は、昭和 59年９月に退職後、同年 10月頃、開業するのを契機に、Ａ市

役所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料は、毎月月末頃、母に

頼み金融機関か郵便局で納付していたはずなのに、未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59年 10月頃、市役所で国民年金の加入手続を行い、申立人

の母親に金融機関か郵便局で納付してもらっていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成元年１月に払い出されて

おり、Ａ市の国民年金被保険者名簿からも、同年１月に国民年金被保険者資格

を新規取得していることが確認できることから、この頃に申立人に係る国民年

金の加入手続が行われたものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、上記加入手続時点において、申立期間のうち一部は既に時効により国

民年金保険料を納付することができず、昭和 61年 12月から 63 年３月までは

過年度納付、同年４月から同年 11 月までは現年度納付が可能であるものの、

Ａ市の国民年金被保険者名簿の検認記録欄及びオンライン記録において、当該

期間を納付した記録は見当たらない上、申立人からも遡って保険料を納付した

との主張は無い。 

   さらに、申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2885 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年６月、同年７月、同年９月、同年 10月、58年 10月及び

同年 11 月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年６月及び同年７月 

             ② 昭和 53年９月及び同年 10月 

             ③ 昭和 58年 10月及び同年 11月 

    私は、昭和 56 年３月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、私か妻

が国民年金保険料を納付してきた。59 年２月頃、同市役所から電話で未納

分の督促を受けたので、毎月 5,000円ずつ納付しており、未納となっている

ことに納得できないので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 56 年３月頃にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立

人又はその妻が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付し、申立期間③につ

いては、Ｂ市に転居後の 59 年２月頃、Ａ市役所から未納保険料について督促

の電話があったので、毎月 5,000円ずつ納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①及び②について、申立人に係る国民年金の加入手

続は、前後の任意加入被保険者の加入状況から、昭和 56 年４月頃に行われた

ものと推認され、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳によると、申立

人は、同年３月 24 日付けで国民年金被保険者資格を新規取得しており、同台

帳の保険料に関する記録の同年２月の欄に「ここまで資格なし」の押印が確認

できることから、申立期間①及び②は国民年金に未加入の期間であり、申立人

は、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立期間③について、上記特殊台帳において、申立期間の国民年金保

険料を納付した記録は見当たらず、オンライン記録によると、昭和 60 年９月

７日付けで申立人に対して過年度納付書が作成されていることが確認できる



 

ところ、当該時点で過年度納付の対象となる未納期間は申立期間のみであるこ

とから、59 年２月頃に当該期間の保険料を納付したとする申立内容とは符合

しない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2886（事案 716の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年１月から 40年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 40年８月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、昭和 40 年９月頃、Ａ市役所で転居の手続

を行った際、37 年１月からの国民年金保険料が未納になっていると指摘さ

れたので、夫がＢ市役所に対して異議を唱えたところ、38年４月から 40年

３月までの 24 か月分の保険料を再度納付するのであれば、申立期間を納付

扱いとする旨の約束がなされ、24か月分の保険料を納付した。 

    前回の申立てについては、申立期間が認められなかったことが納得できな

いので、再申立てを行う。 

    なお、新たな資料として、義母が所持する当時の国民年金手帳が見つかっ

たので、提出する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回、申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人がＢ市役所の職員との

約束により重複納付したとする昭和38年４月から40年３月までの期間につい

て、申立人が所持している国民年金領収証書を見ると、当該期間を 41 年１月

22 日に過年度納付していることが確認でき、重複納付している事情は見られ

ないこと、ⅱ）申立人が所持する 41 年１月５日付けで再発行されている国民

年金手帳を見ると、38年４月から 40年３月までの欄に、国民年金保険料が納

付済みであることを示す「済」のゴム印が押されているものの、それ以外の期

間は空欄であり、ほかに申立人が集金人に納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらないことなどとして、既に当委員会の決定に基づき、平成

20年 11月 26日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、前回の決定について納得できないとして、申立人が一緒に



 

納付したと供述する申立人の義母の国民年金手帳を提出している。 

   しかしながら、申立人は、昭和 36年 12月にＣ市からＢ市に住所異動してい

ることが戸籍の附票により確認できるものの、申立人が申立期間の国民年金保

険料をＢ市で集金人に納付するためには、同市において、国民年金の再加入手

続が必要となるところ、ⅰ）申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である

特殊台帳が、Ｂ市を管轄するＤ社会保険事務所（当時）に移管されているのは

41 年３月であることが被保険者台帳管理簿により確認できること、ⅱ）申立

人に係る国民年金手帳が再交付されているのは 41 年（同年１月５日）である

こと、ⅲ）申立人が所持する国民年金領収証書を見ても、41 年（同年１月 22

日）に納付されていることから、申立人が同市において国民年金の手続を行っ

たのは同年１月頃と推認され、以上の状況を踏まえると、申立人が主張する、

同市において、申立人の義母の保険料と一緒に申立人自身の保険料を納付した

とする状況は見当たらず、提出のあった申立人の義母に係る国民年金手帳の納

付状況をもって、申立期間の保険料が納付されていたものとみるのは困難であ

る上、そのほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらない

ことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2887 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年２月から同年 10月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年２月から同年 10月まで 

    私が 20歳になった昭和 46年＊月頃、私の父がＡ町役場（現在は、Ｂ町）

で国民年金の加入手続を行い、父、母及び私の国民年金保険料を一緒に婦人

会に納付してくれていたはずなのに、私だけ未納とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年＊月頃、申立人の父親が国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料については、申立人の両親の分と一緒に婦人会に納

付してくれていたはずであると主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 46年 11月に払い出され

たことが確認でき、この頃に申立人に係る国民年金の加入手続が行われたもの

と推認され、当該時点で、申立期間のうち、同年２月及び同年３月の保険料は

過年度納付が可能であり、同年４月以降の保険料は現年度納付が可能であるも

のの、Ａ町の国民年金被保険者名簿及び当時の国民年金被保険者台帳である特

殊台帳において、申立期間の保険料を納付した記録は見当たらない。 

   また、Ｂ町によると、Ａ町の婦人会は、現年度保険料であっても、国民年金

の加入手続時点から遡って国民年金保険料を収納していなかったとしている

ところ、申立人は、上記加入手続月の昭和 46年 11月から保険料を納付してお

り、同町の回答と符合する。 

   さらに、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



 

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2888 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年３月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月から 49年３月まで 

私の父は自治会長をしており、昭和 36年に国民年金制度が発足した当時

から、加入勧奨及び国民年金保険料の徴収をしていた。父の店の専従者であ

った兄（二男）が制度発足時から国民年金に加入し、保険料を納付している

のに、同じように専従者であった私（三男）の記録が、20歳になった 38年

＊月から 49年３月まで未納であることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 38 年＊月頃、申立人の父親が国民年金の加入手続を行い、

申立期間については、申立人の兄（二男）の国民年金保険料と一緒に納付して

くれていたはずであると主張している。 

しかしながら、Ａ市の「国民年金手帳払出簿」によると、国民年金保険料納

付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 49年 11 月 29日に、

申立人が同年８月に転居したとする同市Ｂ町を管轄する同市役所Ｃ出張所に

おいて、夫婦連番で払い出されていることが確認でき、申立人及びその妻に係

る同市の国民年金被保険者名簿には、「もれ 49.11.29」の記載が確認できる

ことから、同年 11月 29日に国民年金の加入手続を行うまで、適用漏れのため

国民年金に未加入であったものと推認され、申立内容とは符合しない上、同名

簿の検認記録欄には、申立期間直後の同年４月から同年 12 月までの保険料を

夫婦共に同年 12月 27日に一括して納付しているものの、申立期間は保険料の

未納を示す空欄であることが確認できる。 

また、Ｄ町の国民年金被保険者名簿には、申立人が、昭和 52 年にＡ市Ｅ町

から転入し、58年にＦ町に転出したことが記載されているところ、同町には、

申立人が転入した際に提出したものと推認される、Ｄ町が同年１月 28 日付け



 

で発行した申立人に係る「国民年金保険料納付状況通知書」が保管されており、

当該通知書においても、申立期間は未納と記録されていることが確認できる。 

さらに、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、昭

和 38 年＊月頃に、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出されている

ことが必要であるが、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにおいて、申

立人の氏名をＧ県内で検索したが、上記とは別の同手帳記号番号が払い出され

た形跡は見当たらない。 

加えて、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2889 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年６月から６年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月から６年３月まで 

    私は、平成６年９月に結婚した際、国民年金の加入手続をＡ社会保険事務

所（当時）で行い、郵送されてきた納付書で、５年６月から６年３月までの

国民年金保険料を同社会保険事務所で一括納付した。しかし、年金記録を確

認すると、未納とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年９月に婚姻した際、国民年金の加入手続をＡ社会保険事

務所で行い、申立期間の国民年金保険料は、同社会保険事務所で、郵送されて

きた納付書により一括して納付したと主張している。 

   しかしながら、申立人は、平成６年 10月 31日付けでＡ社会保険事務所が発

行した申立期間に係る領収済通知書、納付書・領収証書を所持しており、これ

らに領収印が無いことから、申立期間の国民年金保険料を納付したことが確認

できない上、オンライン記録によると、７年７月６日付けで再度、申立人に対

して過年度納付書が作成されており、当該時点においても、申立期間の保険料

は未納であったものと推認できる。 

   なお、申立人は、婚姻後に国民年金保険料を一括で納付したのは一回だけで

あると供述しているところ、平成６年４月から同年８月までの保険料を、同年

12月８日に一括して納付していることがオンライン記録により確認できる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2890 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年７月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年７月から 52年３月まで 

    私は、20歳になった昭和 46年＊月頃、社会保険庁（当時）から国民年金

の加入を勧める郵便物が届いたので、自身がＡ市役所で加入手続を行い、52

年３月までは、母が、母と私の二人分の国民年金保険料を、母の事務所に来

る銀行員か、近所の郵便局で納付してくれていたのに、未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20歳になった昭和 46年＊月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手続

を行い、申立期間の国民年金保険料については、申立人の母親が納付してくれ

ていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年９月に払い出され

ていることが確認できることから、申立人はこの頃に国民年金の加入手続を行

ったものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、上記加入手続の時点では、申立期間のうち一部は既に時効により国民

年金保険料を納付することができず、昭和 50 年７月以降は過年度納付が可能

であるものの、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、当該期

間を過年度納付した記録は見当たらない上、申立人及びその母親から遡って保

険料を納付したとする主張も無い。 

   さらに、申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2891 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年４月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 55年３月まで 

    私は、大学を卒業した昭和 54 年４月頃、母が私の国民年金の加入手続を

行い、自宅へ集金に来ていた郵便局の女性に、毎月、両親、兄と一緒に国民

年金保険料を支払っていたと聞いているので、申立期間が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年４月頃、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、

自宅へ集金に来ていた郵便局の女性に、毎月、その母親が両親、兄の分と一緒

に申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 55 年６月に申立人の兄

と連番で払い出されていることが確認でき、当該時点において、申立期間は過

年度納付が可能であるものの、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳に

おいて、申立期間を過年度納付した記録は見当たらず、オンライン記録とも一

致している。 

   また、Ａ市の国民年金被保険者名簿によると、申立期間直後の昭和 55 年４

月から申立人が転居する 57 年３月までについて、申立人及びその兄は同日に

現年度納付していることが確認できるものの、申立期間は、申立人の兄も国民

年金保険料の納付記録が確認できない。 

   さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2892 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年 10月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月から同年 12月まで 

    私は、昭和 50年 12月から国民年金に任意加入していたが、57年 10月に

申立期間の保険料を納付した後、58 年１月から資格を喪失する手続をＡ市

役所で行った。しかし、年金記録を確認すると、私は保険料の還付について

請求しておらず、還付金は受け取っていないにもかかわらず、申立期間の保

険料が還付済みとされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、還付された記憶は無いと主

張している。 

   しかしながら、申立人が所持する国民年金領収証書により、申立期間の付加

保険料を含む国民年金保険料として１万 6,860円を昭和 57年 10 月 22日に納

付していることが確認できるものの、オンライン記録によると、申立人は、同

年 10月 23日に任意加入被保険者の資格を喪失しており、申立人の所持する年

金手帳にも同日の記載が確認できることから、申立期間は未加入期間となり、

当該保険料は還付されるべきものとみるのが相当である。 

   また、還付整理簿によると、申立期間の国民年金保険料については、国民年

金被保険者資格の喪失を理由として、昭和 57年 12月６日に還付決定され、同

年 12月 17日に支払われた記載があり、還付金額及び決定から支払までの日数

など還付整理簿の記載内容に不自然な点は見当たらない。 

   さらに、申立人から、還付を受けた記憶が無いという主張のほか、還付金を

受け取っていないことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人は申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4553 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 26年 11月１日から 28年５月 15日まで 

             ② 昭和 33年５月１日から 35年 11月 25日まで 

私は、昭和 26年 11月１日から 29年９月までＡ社で勤務していたが、国

の年金記録では、26 年 11月１日から 28年５月 15日までの厚生年金保険の

加入記録が無い（申立期間①）。 

その後、昭和 33 年５月１日にＢ社Ｃ事業所に臨時雇いとして入社し、37

年２月まで勤務したが、国の年金記録では、33 年５月１日から 35 年 11 月

25日までの厚生年金保険の加入記録が無い（申立期間②）。 

調査の上、上記期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社から提出された申立人に係る人事記録により、

申立人は、昭和 28年２月 15日から同社で勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｄ健康保険組合から提出された健康保険被保険者資格取得届の写

しによると、申立人は、昭和 28年５月 15日付けで健康保険の被保険者資格

を取得していることが確認できる上、Ａ社は、「申立人の厚生年金保険の被

保険者資格取得日は、健康保険の被保険者資格取得日と同日であると考えら

れる。このため、申立人の給与から申立期間①に係る厚生年金保険料を控除

していないと思われる。」と回答している。 

一方、申立期間①のうち、昭和 28年２月 15日より前の期間について、上

記の人事記録には、当該期間に申立人が勤務していたことを示す記載は確認

できない上、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険

者名簿」という。）において、申立期間①に厚生年金保険被保険者資格を取

得している元従業員 12人に照会し、10人から回答を得たが、いずれも申立



 

人のことを記憶していないことから、申立人が当該期間に同社で勤務してい

たことを確認することができない。 

２ 申立期間②について、Ｂ社Ｃ事業所に係る被保険者名簿において、申立期

間②に厚生年金保険被保険者資格を取得している元従業員 17 人に照会し、

11 人から回答を得たが、いずれも申立人のことを記憶していないため、申

立人が申立期間②に同社で勤務していたことを確認することができない。 

また、Ｂ社から提出された厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人は、

昭和 35 年 11 月 25 日に同保険の被保険者資格を取得していることが確認で

きる上、同社は、「上記台帳の記載から考えると、申立人の給与から申立期

間②に係る同保険料を控除していないと思われる。なお、申立期間②当時、

当社では、臨時雇い等の正社員でない者は、同保険に加入させない取扱いで

あったと思われる。」と回答している。 

３  このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与

から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4554 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年８月から 46年９月まで 

私は、昭和 43 年８月から 46 年９月までＡ社でＢ職の仕事をしていたが、

国の年金記録では、同期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、

記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の元同僚の証言から、申立人が申立期間内にお

いて同社に勤務していたことは確認できる。 

しかし、Ａ社でＢ職をしていたとする元従業員二人は、「厚生年金保険の加

入時期は、同社に入社した時期よりも遅れている。」と供述しており、オンラ

イン記録によると、当該二人の同保険加入時期は、入社時期よりも１年６か月

及び２年５か月遅れていることが確認できる。 

また、Ａ社は、昭和 45 年 12 月１日に厚生年金基金に加入しているところ、

オンライン記録によると、申立人は、申立期間後の 47年９月から 48年 10月

まで同社において厚生年金保険及び同基金に加入していることが確認できる

が、申立期間においては、同基金の加入記録は確認できない。 

さらに、Ａ社の当時の事業主は既に死亡しているため、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険の加入状況及び保険料控除について確認することができ

ない。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立期間

において、申立人の氏名は確認できない上、健康保険整理番号に欠番は無く、

申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4555 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年３月 18日から同年８月 14日まで 

    私は、昭和 48年にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、62年まで勤務してい

たが、50 年３月 18 日から同年８月 14 日までの船員保険の加入記録が無い

ので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ組合から提出された資料から、申立人が申立期間においてＡ社に在籍して

いたことが確認できる。 

しかし、Ｂ社は、「当社が保管する資料の記載から、申立人は、申立期間に

他社に派遣され、外国船籍であるＤに乗船していたと考えられる。当時、外国

船籍の船舶の船員は、制度上、船員保険に加入することができず、その旨を当

該船員に説明し、国民年金に加入するよう指導していた。当該期間は、申立人

から船員保険料を控除していない。」と回答している。 

また、Ａ社から派遣され、申立期間においてＤに乗船していたとする複数の

元同僚は、「外国船籍であるＤに乗船している間は、船員保険に加入できない

旨会社から説明を受けた。当該期間に係る船員保険料は給与から控除されてい

なかった。」と証言しているところ、オンライン記録によると、上記の元同僚

について、当該期間の船員保険被保険者記録を確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与

から控除されていたものと認めることはできない。 


